
小野市空家等の適正管理に関する条例  

 

（目的） 

第１条 この条例は、市内における空家等の管理の適正化を図るため、

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。

以下「法」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって

良好な生活環境の保全並びに市民生活の安全及び安心の確保を図るこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

(1) 空家等 市内に所在する法第２条第１号に規定する空家等をい

う。 

(2) 特定空家等 空家等のうち、所有者による適切な管理が行われて

いないことにより、次に掲げるいずれかの状態に該当する空家等を

いう。 

ア 空家等の屋根、壁、支柱等の主要な部分が破損、腐食等してい

ることにより、そのまま放置すれば台風等の自然災害による倒壊

又は当該空家等に用いられた瓦その他の建築資材の飛散等著しく

保安上危険となるおそれのある状態 

イ  不特定者の侵入による火災又は犯罪を誘発するおそれのある  

状態 

ウ 雑草が繁茂し、廃棄物の不法投棄場所、野犬野良猫の住家又は

病害虫若しくは悪臭の発生場所になる等周辺の生活環境に悪影響

を及ぼすおそれのある状態 

エ 立木の繁茂、腐朽又は倒壊により道路や近隣敷地に支障が出て

いる状態 

(3) 所有者 市内に所在する空家等の所有権を有する者又は管理を

する者をいう。 

（空家等に関する指導等） 

第３条 市長は、空家等の所有者に対し、その所有者の空家等が特定空

家等の状態になってしまわないように、空家等の有効活用に必要な指

導又は支援を行うことができる。 



（自治会からの情報提供） 

第４条 市民は、空家等が不適正な管理により特定空家等の状態となり、

周辺環境に悪影響を及ぼしていると認めた場合は、地域の自治会（地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２に規定する地縁

による団体その他これに類する団体をいう。以下「自治会」という。）

を通じて、市長に対し、その旨の情報を提供するものとする。  

（立入調査等） 

第５条 市長は、前条の規定による情報の提供を受けた場合又は必要が

あると認めた場合は、速やかに、当該空家等に係る状態を把握するた

め、指定した職員に法第９条第２項に規定する立入調査等を行わせる

ことができる。 

２ 前項の場合において、指定された職員は、その身分を証する証明書

を携帯し、所有者又は関係者から請求があったときは、これを提示し

なければならない。 

（特定空家等の認定） 

第６条 市長は、前条第１項に規定する立入調査等を行った結果、明ら

かに特定空家等と認められる場合は、当該空家等を特定空家等と認定

し、特定空家等認定リストに掲載するものとする。  

２ 前項において特定空家等の認定までには至らなかった場合は、当該

管理不十分な所有者に対し、市長は、管理方法の改善等の措置を講ず

るよう指導するものとする。 

（特定空家等跡地の有効活用） 

第７条 自治会が前条第１項の規定により認定された特定空家等の所有

者の同意を得て、当該特定空家等の撤去を行いその跡地を地域の広場

その他地域の交流活動の場として活用する事業計画を提案した場合に

は、市長はその自治会に対して当該特定空家等の撤去に要する費用の

一部について補助金の交付を行うことができる。  

２ 市長は、市街化区域（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

７条第２項に規定する区域をいう。）内に存する前条第１項の規定によ

り認定された特定空家等の所有者から、当該特定空家等の跡地利用に

係る申出があった場合において、その特定空家等の跡地を防災上又は

公益上有効に活用できると特に認めたときは、当該特定空家等の撤去

を行い、跡地の整備管理を行うことができる。  



（特定空家等に対する措置等） 

第８条 市長は、自治会からの要請に基づくもののほか特に必要と認め

た場合は、第６条第１項の規定により認定された特定空家等の所有者

に対し、法第１４条第１項から第１３項まで（第９項及び第１０項を

除く。）の必要な措置をとるものとする。 

（行政代執行） 

第９条 市長は、前条の規定に基づく法第１４条第３項の規定による命

令を受けた者が、なお、当該命令に従わず、他の手段によってその履

行を確保することが困難であり、かつ、その履行を放置することが著

しく公益に反すると認められるときは、議会の議決を経て、行政代執

行法（昭和２３年法律第４３号）の定めるところにより、自らその義

務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その

費用を命令の対象者から徴収することができる。  

２ 前条の規定に基づく法第１４条第３項に規定する必要な措置を命じ

ようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者

を確知することができないとき（過失がなくて法第１４条第１項の指

導又は第２項の勧告が行われるべき者を確知することができないため

同条第３項に定める手続により命令を行うことができないときを含

む。）は、市長は、議会の議決を経て、その者の負担において、その措

置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること

ができる。この場合において、相当の期限を定めて、その措置を行う

べき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又はその

命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公

告しなければならない。 

（危険予防措置） 

第１０条 市長は、第８条の規定による指導が行われるべき者を過失な

く確知することができず、かつ、その履行を放置することが著しく公

益に反すると認めるとき、又は急迫した現在の危険を避けるため第８

条及び前条の規定による措置をとる暇がないと認めるときは、立入禁

止看板の設置その他原状回復が可能な範囲において必要な措置を講ず

ることができる。 

（警察その他の関係機関との連携） 

第１１条 市長は、緊急を要する場合は、兵庫県小野警察署その他の関



係機関に必要な措置を要請することができる。  

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、空家等の適正管理に関し必要

な事項については、市長が別に定める。  

 

附 則 

この条例は、平成２５年１月１日から施行する。  

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


